
１．投票率向上を目指した法施行状況 

（１）期日前投票制度の導入 

２００３年１２月法施行・・・・２００４年参議院選挙から導入 

 

（２）投票時間の延長 

１９９８年１０月法施行・・・・１９９８年参議院選挙から導入 

7:00～17:00 ⇒ 7:00～20:00 に延長 

 
２．投票率・期日前投票の推移 

（１）全国と群馬の投票率比較（出所 総務省ＨＰ） 
国勢選挙では、全国平均に比べ参議院選挙は２００７年から下回ったが、衆議院  

選挙は２００３年から下回っている。 
【参議院選挙】          【衆議院選挙】   
 1998 2001 2004 2007   1996 2000 2003 2005 

群馬県 60.7 58.7 57.9 54.6  群馬県 60.3 63.3 57.9 66.3 

全 国 58.8 56.4 56.5 58.6  全 国 59.7 62.5 59.9 67.5 

栃木県 56.8 53.8 50.9 56.7  栃木県 56.8 61.0 59.8 65.6 

最低県 茨城 茨城 茨城 青森  最低県 埼玉 千葉 埼玉 沖縄 

最高県 島根 島根 島根 島根  最高県 島根 島根 島根 島根 

 

（２）国勢選挙 市別投票率（出所 群馬県選挙管理委員会ＨＰ） 

【参議院選挙】        【衆議院選挙】   
 2001 2004 2007   2000 2003 2005 

前橋市 56.3 55.6 52.6  前橋市 58.6 55.6 63.5 

高崎市 57.5 57.9 54.9  高崎市 59.5 56.6 66.6 

桐生市 57.9 56.7 53.1  桐生市 66.6 59.6 67.8 

伊勢崎市 54.1 53.9 51.6  伊勢崎市 58.3 52.7 64.5 

太田市 55.6 54.7 51.9  太田市 59.4 54.4 63.3 

沼田市 58.2 56.5 55.4  沼田市 62.9 55.9 64.9 

館林市 55.4 54.4 52.2  館林市 62.8 57.7 65.7 

渋川市 56.5 57.2 53.8  渋川市 65.8 56.5 64.4 

藤岡市 56.7 57.6 54.5  藤岡市 58.2 55.9 65.4 

富岡市 61.0 60.7 55.2  富岡市 67.7 58.2 67.7 

安中市 58.6 57.4 55.0  安中市 65.9 60.5 66.1 

みどり市   51.8 

 

（３）県内における直近の選挙結果 

① 県議補選では、投票率は上がったが、３人に２人は投票に行かない結果となり、  

市議会議員選挙は過去最低だった前回選挙からさらに０．０１％下がる結果となった。 

【県議選補欠選挙（前橋市･勢多郡区）】 【前橋市議会議員選挙】 
 2005 年 2009 年   2005 年 2009 年 

投票率 26.21％ 33.28％ 投票率 55.23％ 55.22％ 

 

② 前橋市期日前投票利用率推移（不在者含む） 

 05 年市議選 07 年県議選 09 年市議選 

不在者+期日前投票率 3.84％ 5.17％ 8.98％ 

 

参考資料 



（４）参議院選挙に於ける不在者・期日前投票者推移（出所 群馬県選挙管理委員会ＨＰ） 

期日前投票制度は２００３年から実施され、不在者投票と期日前投票者数で見ると

０４年に約１２万人、０７年には約２１万人と増加している。 

 1998 年 2001 年 2004 年 2007 年 

不在者投票と期日前投票は増加 
しているが投票率は低下傾向。 

不在者投票者 75,188 105,517 6,333 5,430 

期日前投票者   114,943 205,797 

投票率 60.7％ 58.4％ 58.0％ 54.6％ 

不在者+期日前投票率 7.9％ 11.2％ 12.9％ 23.8％ 

 

３．参議院選挙における全国の駅周辺や公共施設を活用した期日前投票所設置状況 

群馬県の公共施設使用状況は、吉岡町のコミュニティーセンター１件のみであり、  

下表のとおり他都道府県から見ても推進状況は遅れていることが明確となっています。 

前橋市は２００７年の参議院選挙より各地区公民館１５箇所で期日前投票所を設置 

するなど、県内期日前投票所７４箇所設置されましたが、隣県の栃木では１２０箇所  

設置されています。 

また、秋田県では３市４箇所のショッピングセンターにおいて、期日前投票所を設置

しており、茨城県水戸市でもショッピングセンターでの期日前投票が検討されるなど、

各都道府県が創意と工夫による取り組みを展開しています。 

（２００７年７月現在  出所 総務省自治行政局選挙部） 

都道府県 ① ② 都道府県 ① ② 都道府県 ① ② 

北海道  ２１ 石 川  ５ 岡 山  １ 

青 森 １ １６ 福 井  ５ 広 島  ３ 

岩 手 ２ ６ 山 梨  ８ 山 口  ８ 

宮 城 ５ １ 長 野  ９ 徳 島  ７ 

秋 田 １ ５ 岐 阜  ６ 香 川  ６ 

山 形  ４ 静 岡  ８ 愛 媛  ８ 

福 島  ４ 愛 知  ３ 高 知  ８ 

茨 城 ５ ４ 三 重  １１ 福 岡  ６ 

栃 木  ２ 滋 賀   佐 賀  １ 

群 馬  １ 京 都  １ 長 崎  ５ 

埼 玉 ４ １５ 大 阪  ５ 熊 本  ３ 

千 葉 １ ２０ 兵 庫 ３ １６ 大 分  ２ 

東 京 ５ ２３ 奈 良  ２ 宮 崎  ５ 

神奈川 ３ １１ 和歌山  ３ 鹿児島  ５ 

新 潟  ６ 鳥 取  ３ 沖 縄  ４ 

富 山  １ 島 根  ３ 合 計 ２５ ２８９ 

① 駅周辺（駅ビルや空き店舗） 

② 公共施設（コミュニティーセンターや図書館） *公共施設設置数に公民館は含まない 

 

４．政府見解 

政府は、２００７年１１月６日に「投票率向上に関する質問主意書」に対する見解を

閣議決定しており、それに伴い「投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所

および設備を有している」ことを満たせば、「駅の近く」や「ショッピングセンター」

の使用は可能であるとするとともに、総務省は各自治体に助言することとしています。 

以 上 


